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                  こんにちは 

 

          こちらは、滋賀県食品安全監視センターです 
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（１）食品表示について（シリーズ１） 

 

     

   平成 27 年 4月 1日から食品表示法に基づく食品表示制度がスタートしました 

   今回のぷちリスから、新しい制度の解説や、よくある質問事項などを連載していきます 

 

   １．移行期間について 

     新しい表示への移行期間として、以下の経過措置期間中は、旧制度による表示が認められます 

    （1 つの商品に新旧の表示を混在させることはできません！） 

     生鮮食品：平成 28 年 9月 30 日まで 

     加工食品：平成 32 年 3月 31 日まで 

     添加物 ：平成 32 年 3月 31 日まで 

 

     旧制度からの主な改正点につきましては、ぷちリス Vol.95 を参照ください 

        ↓  ↓  ↓ 

     http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/files/30101putirisu95.pdf 

 

   ２．食品の種類とは？ 

     生鮮食品：野菜、鮮魚、精肉など加工されていない食品のことです。単に切断、凍結したもの 

          も含まれます。 

     加工食品：生鮮食品等を加工した食品のことです。調味や加熱した食品のほかに、異なる種類 

          の生鮮食品を混ぜたものも該当します（例：サケとマグロの 2点刺身、サラダミッ 

          クス） 

     添加物 ：食品の製造過程において加工・保存の目的で食品に使用するもの（例：保存料、甘 

          味料、着色料、香料など） 

 

     ～まぎらわしい食品紹介～ 

     ・つまがそえられた単品刺身は、全体としてこれが 1つの生鮮食品となります 

     ・スパイスをふりかけた食肉は、調味しているので加工食品となります 

 

   ３．すべての食品に表示がいるの？ 

     以下に該当する場合には、食品表示の義務がありません 

     ・設備を設けて飲食を提供する場合（例：外食店、出前など） 

     ・特定かつ少数の者に対して無償で譲渡する場合 

     ・容器包装に入れられていない加工食品 



     ・配合飼料（動物のごはんのことです）など食品でないもの 

            ※飼料については、別の法律により表示しなければならない事項が定められています。 

 

   ４．滋賀県内の相談窓口はどこになるの？ 

   （１）食品全般 

      ・名称、遺伝子組換え 

       →各保健所 生活衛生係（健康衛生係） 

         草津保健所（077－562－3549） 

         甲賀保健所（0748－63－6149） 

         東近江保健所（0748－22－1266） 

         彦根保健所（0749－21－0284） 

         長浜保健所（0749－65－6664） 

         高島保健所（0740－22－3552） 

        食品安全監視センター（077－531－0248） 

        食のブランド推進課（食品表示 110 番）※酒類を除く（077－528－4981） 

     

      ・アレルゲン、保存方法、消費期限又は賞味期限、添加物、製造所など 

       →各保健所生活衛生係（健康衛生係） 

        食品安全監視センター        

 

      ・栄養成分 

       →各保健所 健康推進係（健康衛生係） 

        食品安全監視センター 

 

      ・原材料名、内容量、食品関連事業者、原料原産地 

       →食のブランド推進課（食品表示 110 番）※酒類を除く 

 

   （２）保健機能食品・健康食品 

      ・保健機能食品について、健康食品の表示について、健康食品の広告について 

       →各保健所健康推進係（健康衛生係） 

        滋賀県生活衛生課 食の安全推進室（077－528－3643） 

        食品安全監視センター 

 

   （３）栄養・食生活 

      ・健康づくりのための食生活について、外食の栄養成分表示について 

       →各保健所健康推進係（健康衛生係） 

        滋賀県健康医療課（077－528－3615） 

 

   参考：食に関する相談窓口一覧 

        ↓  ↓  ↓ 

   http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/08seikatu/madoguti.html 

 

   ５．相談窓口はなぜ分かれているの？ 

     旧来、食品表示について、ルールを定めている法律には、食品衛生法、農林物資の 

    規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS 法）および健康増進法の３法がありました 

     この目的の異なる３つの法律にそれぞれルールが定められていたために、制度が複雑で、わ 

    かりにくいものとなっていました 

     新しい食品表示制度では、食品表示法の施行により、この３つの食品表示に係る基準が１つ 

    に統合されています 

     表示について最終的な判断を下す部署が旧３法に基づいているため、相談窓口が分かれてい 

    ます 
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（２）情報提供「一般的衛生管理徹底＆HACCP 導入研修会（大阪会場）」 

  

   

   一般財団法人食品産業センターが実施する研修会の情報提供をいたします 

 

    開催日時：１２月１日（木）か１２月２日（金） 

         ９：３０～１７：００ 

    開催場所：ナレッジキャピタル グランフロント（大阪市） 

    参加費用：無料 

    申し込み開始：開催２か月前から受付 

    申し込み締め切り：定員になり次第締切 

 



   くわしくは、（一財）食品産業センターのホームページをご覧ください 

        ↓  ↓  ↓ 

   http://www.shokusan.or.jp/index.php?mo=topics&ac=TopicsDetail&topics_id=802 
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 食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（周辺は歌川広重作「近江八景」の一つ「粟津晴嵐」のモデルです） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

 

  ぷちリスで何かシリーズものの企画をしよう！ と今回から「食品表示について」の連載が始まり 

 ました 

  当センターにも表示についての質問をいただくことが多く、事業者様の関心の高いテーマであると 

 感じております 

  次回は生鮮食品をテーマにする予定ですが、いただいたご意見・ご感想に応じて柔軟に内容を変更 

 してまいります 

 

         

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、 

      滋賀県ホームページ の「食の安全情報」にアクセスしてください 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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